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告　　　　　示

　　　公　　　告
○家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植講習会修
　業試験の合格者……………………………………（家畜防疫対策課）２
　　　収用委員会告示
○収用及び使用の裁決手続の開始決定………………………………２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　告　　　示
○民有林の保安林の指定予定………………………（自然環境課）１
○二級建築士の受験資格の一部を改正する告示…（建築住宅課）１

改正前 改正後
１　下表（あ）欄に掲げる学校において、（い）欄に掲げる科目を
　修めて卒業した後、（う）欄に掲げる年数以上の建築実務（建築
　士法第14条第１号に規定する建築実務をいう。以下同じ。）の経
　験を有する者

　

　（注）　（い）欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法
　　　　による大学（短期大学を除く。）にあっては大学設置基準
　　　　（昭和31年文部省令第28号）の規定の例によるものとし、
　　　　学校教育法による短期大学にあっては短期大学設置基準（
　　　　昭和50年文部省令第21号）の規定の例によるものとし、学
　　　　校教育法による高等専門学校にあっては高等専門学校設置
　　　　基準（昭和36年文部省令第23号）の規定の例によるものと
　　　　し、防衛省設置法による防衛大学校又は職業能力開発促進
　　　　法による職業能力開発総合大学校若しくは職業能力開発大
　　　　学校にあっては大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うも

１　下表（あ）欄に掲げる学校において、（い）欄に掲げる科目を
　修めて卒業（学校教育法（昭和22年法律第26号）による専門職大
　学の前期課程にあっては、修了）した後、（う）欄に掲げる年数
　以上の建築実務（建築士法第14条第１号に規定する建築実務をい
　う。以下同じ。）の経験を有する者

　（注）　（い）欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法
　　　　による大学（短期大学を除く。）にあっては大学設置基準
　　　　（昭和31年文部省令第28号）又は専門職大学設置基準（平
　　　　成29年文部科学省令第33号）の規定の例によるものとし、
　　　　同法による短期大学にあっては短期大学設置基準（昭和50
　　　　年文部省令第21号）又は専門職短期大学設置基準（平成29
　　　　年文部科学省令第34号）の規定の例によるものとし、同法
　　　　による専門職大学の前期課程にあっては専門職大学設置基
　　　　準の規定の例によるものとし、同法による高等専門学校に
　　　　あっては高等専門学校設置基準（昭和36年文部省令第23号

　　　　　　　　（あ） （い） （う）
学校教育法（昭和22年法律第26号）による
大学又は高等専門学校

　［略］

　［略］

　　　　　　　　（あ） （い） （う）
学校教育法による大学又は高等専門学校 　［略］

　［略］

宮崎県告示第 637号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。
　　平成29年11月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　民有林の保安林予定森林の所在場所　日南市南郷町津屋野字星
　ヶ嶺1925－１（次の図に示す部分に限る。）
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
宮崎県告示第 638号
　二級建築士の受験資格（平成20年宮崎県告示第 753号）の一部を次のように改正し、公表の日から施行する。ただし、１の改正規定（「
学校教育法」を「同法」に、「（平成11年文部省告示第58号）」を「（平成21年文部科学省告示第34号）」に改める部分を除く。）は、平
成31年４月１日から施行する。
　　平成29年11月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び
　に日南市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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地　番

地　目 地　積（㎡） 収用の裁決手続
開始を決定する
面積（㎡）

使用の裁決手続
開始を決定する
面積（㎡）公　簿 現　況 公　簿 実　測 使用の方法 目　的 使用の

期間

13415番 山林 山林 24,557 24,557.33

4,414.95
用地実測図
①－１の部分

5.76
用地実測図
①－３の部分

地表の一時
使用

水路設置工
事に伴う床
掘り

明渡の日の
翌日から起
算して 290
日

80.45
用地実測図
①－２の部分

8.82
用地実測図
①－４の部分

0.07
用地実測図
①－５の部分

　　　　のとし、職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学
　　　　校にあっては短期大学設置基準の規定の趣旨に準じて行う
　　　　ものとし、学校教育法による高等学校又は中等教育学校に
　　　　あっては高等学校学習指導要領（平成11年文部省告示第58
　　　　号）の規定の例によるものとする。

２　下表（あ）欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学
　校教育法による専修学校又は各種学校において、修業年限が（い
　）欄に掲げる年数以上で、（う）欄に掲げる科目を修めて卒業し
　た後、それぞれの区分に応じ、（え）欄に掲げる年数以上の建築
　実務の経験を有する者

　（注）　（う）欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法
　　　　による専修学校にあっては専修学校設置基準（昭和51年文
　　　　部省令第２号）の規定の例によるものとし、学校教育法に
　　　　よる各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に
　　　　準じて行うものとする。

　　　　）の規定の例によるものとし、防衛省設置法による防衛大
　　　　学校又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学
　　　　校若しくは職業能力開発大学校にあっては大学設置基準の
　　　　規定の趣旨に準じて行うものとし、職業能力開発促進法に
　　　　よる職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準
　　　　の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高
　　　　等学校又は中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領
　　　　（平成21年文部科学省告示第34号）の規定の例によるもの
　　　　とする。
２　下表（あ）欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学
　校教育法による専修学校又は各種学校において、修業年限が（い
　）欄に掲げる年数以上で、（う）欄に掲げる科目を修めて卒業し
　た後、それぞれの区分に応じ、（え）欄に掲げる年数以上の建築
　実務の経験を有する者

　（注）　（う）欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法
　　　　による専修学校にあっては専修学校設置基準（昭和51年文
　　　　部省令第２号）の規定の例によるものとし、同法による各
　　　　種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて
　　　　行うものとする。	

　［略］　［略］

公　　　　　告

　平成29年９月13日から10月13日まで実施した家畜人工授精及び家
畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験の合格者は、次の受講
番号のとおりである。
　　平成29年11月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
　１　２　３　４　５　６

収用委員会告示

宮崎県収用委員会告示第２号

　（備考）用地実測図略
４　土地所有者の住所及び氏名
　　登記名義人　持分25分の１（亡）木宮　良

　　上記相続人
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